
主 文

被告人を懲役８年６月に処する。

未決勾留日数中２２０日をその刑に算入する。

理 由

（罪となるべき事実）

被告人は

第１ 大阪市ａ区ｂｃ丁目ｄ番ｅ号メゾン甲ｆ号室Ａ方で，次女であるＢ（当時９

歳）及びＡとともに居住していたものであり，平成２１年３月中旬ころ以降，

Ａとともに，同児に対し，殴打して，必要十分な食事を与えないなどの虐待を

加えていたものであるところ，同年３月末ころには，同児が極度に衰弱し，身

動きも不自由な状態になったのを認めたのであるから，その生存を確保するた

め，医師の診察などの医療措置を受けさせるなどの保護を加えるべき責任があ

ったにもかかわらず，Ａ及び被告人が同児に上記の虐待を加えていたことが発

覚するのをおそれたことなどにより，Ａと共謀の上，そのころ以降，同児に医

師の診察などの医療措置を受けさせず，わずかな飲食物を与えるのみで，同室

の玄関土間あるいは同室のベランダにおいて，寝具を用いずに就寝させるなど

し，よって，同年４月５日午後３時過ぎころ，同室のベランダにおいて，同児

を衰弱により死亡させ

第２ Ａ及びＣと共謀の上，同月６日午後１０時４０分ころ，Ｂの死体を，Ａ方か

ら毛布にくるんで運び出し，普通乗用自動車の後部座席に積み込んで，奈良市

ｇ町ｈ番地・ｉ番地（合地）所在のｊ共同墓地まで運搬し，同月７日午前零時

ころ，同所に深さ約７３センチメートルの穴を掘り，その死体を裸にして穴の

中に埋め，もって死体を遺棄し

たものである。

（証拠の標目）：省略

（事実認定の補足説明）



１ 争点等

判示第１の保護責任者遺棄致死の公訴事実について，被告人は，当公判廷で，

「当時，Ａの虐待によりＢが衰弱していたことは分かっており，母親としてＢ

を病院に連れて行くなどの保護をすべきではあったが，Ｂを保護しないことを

Ａと共謀したつもりはなく，Ａの虐待を何度も止めようとしたが，止めきれな

かった。Ｂを病院に連れて行かなかったのは，虐待の発覚をおそれていたから

ではない。Ｂに与えていた食事量も十分とはいえないが，Ａの機嫌を損なわな

い程度には与えており，Ｂが死亡するほど衰弱しているとは思わなかった。」

と弁解し，弁護人も，被告人がＢの母親という立場にあったことから，Ａの虐

待行為を止められず，Ｂの生存に必要な保護をしなかったことにつき保護責任

者遺棄致死罪が成立すること自体は争わないものの，上記のような被告人の弁

解供述に依拠するなどして，<ア>被告人はＡの虐待行為を何度も必死に止めよ

うとしており，Ｂに対し，虐待という先行行為に基づく保護義務は負っていな

い，<イ>被告人がＢに医療措置を受けさせなかったのは，被告人において，Ｂ

の保護の必要性がさほど高くないと思っていたことや，児童虐待からの救援に

ついての認識が足りなかったことが主な原因であり，虐待の発覚をおそれたか

らではない，<ウ>被告人は，Ｂの生存に必要な保護をしないこと（不保護）に

つきＡと共謀したことはない，<エ>Ｂの死因は十分に解明されていない，と主

張している。

そこで，当裁判所が，判示第１のとおりの事実を認定した理由について，以

下，補足して説明する。

２ 本件に至る経緯及び本件犯行状況等について

(1) 関係者らの供述内容等

   関係各証拠によれば，①被告人は，平成９年６月１日に前夫Ｄと結婚し，

同人との間に平成１１年１月１４日に長女Ｅ,平成１２年２月２４日に次女

Ｂ及びその双子の妹である三女Ｆをもうけたが，その後，Ｄと不仲になった



こと，②平成２０年９月ころ，被告人は，飲食店で，客同士としてＡと知り

合い，交際を始め，同年１０月中旬ころ，Ｂ及びＦを連れて大阪市ａ区内の

Ｄ方を出て，判示Ａ方で，Ａ及びＡの実子であるＧと５人で生活を始めたこ

と，③同年１１月７日，被告人がＤと協議離婚したこと，が認められる。こ

の事実関係を前提とした上，以下では，その後本件に至るまでの経緯や本件

犯行状況等について，判示第２の犯行の共犯者であるＣ，本件当時Ｂが在学

していたＨ小学校（３年２組）の担任教諭であったＩ，大阪府ａ警察署の警

察官であるＪ及び被告人ら，本件関係者らが捜査段階及び公判段階で供述す

るところから認定できる事実について検討することとする。

   ア 平成２１年３月１０日までの状況

    (ア) 被告人がＡと同居を開始した当初は，Ｂらも一緒に同じ食事をとり，

同じ部屋で布団を敷いて寝るなど仲の良い生活を送っていた。

      しかし，平成２０年１２月ころにＡがＢらの勉強の面倒をみるように

なってから，Ａは，ＢやＦが勉強を怠けた場合などに，激しく叱責した

り，その顔面を平手打ちしたりするようになり，ときには部屋の中やベ

ランダに立たせたり，食事をさせないようになった。

    (イ) ＢとＦは，平成２１年１月８日の３学期の始業式の日にＩが担任を

務めているクラスに転入してきた。

      同月１５日，Ｉは，Ｂの左頬に青く内出血したような線状の痣２本が

あるのを発見し，ＢやＦに事情を尋ねたところ，Ｂらは，Ｄ方でご飯を

食べに行ったことなどで，Ａから叩かれた旨答えた。ＩはＢに対する虐

待が疑われたことから学年主任の教師と，養護教諭に報告した。翌１６

日，学年主任と養護教諭がＢ及びＦから事情を聞いたところ，両名は，

宿題が終わるまで夕食を抜かれることがある，寝かせてもらえないこと

がある旨の話もした。そして，Ｉが事情を聞くためにＡ方に電話を掛け

たところ，被告人が電話口で応対し，「Ｂの顔の痣は，新しいお父さん



から叩かれそうになり，よけようとしてぶつけたものである，食事や睡

眠については，Ｂたちはよく嘘をつく。妄想癖もある。」などと言って，

事実を否定した。

    (ウ) 同月中旬ころ，ＦはＡに叱られたことからＡ方を出てＤと共に生活

するようになった。Ｂは，Ｄの家に戻ることを望まず，引き続きＡ方で

生活したが，その後も，Ａは，Ｂが勉強をさぼったとして，長時間説教

をしたり，夕食を食べさせない，ベランダや玄関に立たせるといった行

為を行っていた。

      もっとも，同年３月１０日までの間は，Ｉが観察する限り，Ｂの外見

や体調等に特段異常な点はみられなかった。

   イ 平成２１年３月１１日から同月末ころまでの状況

    (ア) 同月１１日，被告人は，小学校にＢに発熱があるので学校を休ませ

る旨連絡した。同日ころ，ＣがＡ方を訪ねたところ，Ｂは平日なのに在

宅しており，その頬につねったような跡があったので，そのために登校

させられないのだと考えた。

      その後も，被告人は，体調不良等を理由にＢに学校を休ませるとの連

絡を何回かし，Ａは，同月１８日か１９日ころ，Ｉからの問合せの電話

に対して，「（Ｂは）和歌山のおばあちゃんに面倒を見てもらっている。

終業式にも出させられない。」などと説明した。Ｂは，同月１１日以降，

同年４月５日に死亡するまでの間，通学することは一度もなかった。

    (イ) 同月１２日ころ，被告人は，Ａの説教によりご飯を抜かれて空腹の

状態にあるＢにチョコレートを与えたが，これを知ったＡは勝手にしろ

と言って怒り，以後，しばらくの間，Ｂを構わなくなった。そのため，

数日間は，Ｂは，Ａから暴力を振るわれることはなく，皆と同じご飯を

自分でよそって食べていた。

    (ウ) 同月１５日ころ，Ｂが漢字の勉強を怠けたことについて被告人に嘘



を言ったことからＡがＢを叱り，このころから，Ａは，Ｂの頬をつねっ

たりするほか，Ｂの顎を手拳で殴打したり，同児の足を蹴ったりすると

いった各種暴行を加えるようになった。そのため，同月２０日ころには，

Ｂの頬や顎は，それまでに見たことがないくらい赤黒く腫れあがり，そ

のころＡ方を訪れたＣは，Ｂの両足の付け根から膝までの範囲全体が，

内出血で赤紫色に変色しているのを認めた。Ａが説教の途中でＢの髪の

毛を掴んで，顔を引き上げさせるなどもしたため，Ｂの頭頂部の髪の毛

が抜けて，地肌が見えるようになった。このころ，被告人もＢの頬をつ

ねったことがあった。

      また，同月１５日ころ以降は，ＡがＢをベランダに出して放置する時

間が徐々に長くなり，Ｂが一晩中ベランダに出されることもあった。被

告人は，外が寒いことからＢを室内に入れてあげたいとは思ったが，Ａ

から，「お前は甘い。」と言われたりするのが嫌であり，ＡがＢを許す

まではＡの怒りも静まらないので，ＡがＢに入っていいと言うまでその

ままにしていた。そして，遅くとも同日ころ以降は，Ｂは，玄関土間や

台所に敷かれたレジャーシート上で生活し，同月２２日ころ以降は，ベ

ランダや玄関土間に敷かれたレジャーシート上で布団や毛布を一切用い

ずに寝ることを余儀なくされるようになった。

    (エ) 同月１５日の数日後，ＡがＢに対する説教の途中で折り畳み式のナ

イフを持ち出したことがあり，その刃が開いた状態であったため，被告

人は，Ａに殺意は感じなかったものの，Ｂをかばったところ，これにＡ

は腹を立て，「二人で出て行け。」と怒鳴り，被告人はＡにひたすら謝

って，同居を継続させた。

    (オ) 同月中旬ころ以降，Ａは被告人に指示するなどしてＢに皆と同じも

のを食べさせないようになり，Ｂの食事は，１日当たり，大き目のおに

ぎり１個となり，その後は，バナナ１本ないし３本くらいになった。



    (カ) 同月２２日深夜から翌２３日未明にかけて，Ａは，Ｂが以前ベラン

ダに出されていた際に籐かごの中に小便をしたことについて嘘をついた

ことに激怒し，Ｂの胸ぐらか両肩を掴んで，その身体を何度もドアにた

たき付けた。また，木製のまな板でＢの頭部を叩いたところまな板が二

つに割れ，包丁を持ち出してＢに振り上げたりもした。被告人は，その

際，ドアにはめ込まれているガラスが割れそうになったので，二人とも

大怪我をすると思って，Ａを止め，さらに，Ａが包丁でＢを刺すような

雰囲気までは感じなかったものの，Ａから包丁を取り上げた。

      この騒ぎにより近隣住民が１１０番通報し，間もなく警察官がＡ方を

訪問したところ，被告人が玄関先で応対し，Ａの指示に従い夫婦げんか

なので心配ない，主人の名前は「●●●●●●●」である旨嘘の説明を

して警察官を帰らせた。

    (キ) 同月２５日，Ｇの保育園での卒園式からの帰宅後，ＡがＢに対して，

Ｇの描いたＢを含む家族４人の絵を見せ，感想を求めたところ，Ｂが

「じょうずに描けている。」と答えたことに，Ａは求めている答えが違

うと怒り，Ｂを平手打ちして，Ｂに「私も描いてくれてありがとう。」

と言わせた。

    (ク) 同月下旬ころには，Ｂは，無気力で動作が緩慢になり，しばしば失

禁するようになった。Ａが，立っているＢの足のすねの辺りを蹴り付け

たり，座っているＢの太ももを体重を掛けて踏み付けたりするようにな

ったためか，自力で立ち上がることも難しくなっていた。Ａが夜間にＢ

を玄関ドアの外に追い出した際に，被告人がしばらくしてドアを開ける

と，Ｂは，三角座りをするようにしてしゃがんだ姿勢のまま，両手で地

面を漕ぐようにして，家の中に入ってきたこともあり，このころのＢは，

足に力が入りにくい様子であった。被告人は，Ｂを風呂に入れたときに

Ｂが痩せてしまったことに気付いて驚いた。また，被告人は，動作が緩



慢で度々失禁するＢの体を抱き上げて，何度もトイレに連れて行き，便

座に座らせてやるなどするようになり，介護老人の世話をするような気

分でＢの世話をしていた。

   ウ 平成２１年３月末ころから同年４月５日までの状況

    (ア) 同年４月初めには，Ｂは入浴するためＡ方の風呂場まで這って移動

する状態になった。

      同月２日にＣがＡ方を訪ねた際は，Ｂは，かなり衰弱した状態で服や

髪の毛が小便で濡れたまま，玄関土間のレジャーシートの上に横たわっ

ていた。外出先から帰ってきたＡは，こうした状態のＢに対して「邪魔，

またお漏らししやがって。」と怒鳴って殴った後，居間の方に行った。

後から入った被告人も，くつをシューズボックスの上に置こうとした際

に，Ｂに対して「そこ邪魔。」「どいて。」などと言い，Ｂは横になっ

たまま，端の方にゆっくりと移動した。その後，Ａは，玄関にいるＢの

方に行き，「お前，またしょんべんしやがって。」などと怒鳴りつけて

Ｂを叩いた。ＣがＡに「やり過ぎだ。」と言ったところ，Ａは「あいつ

はもう死んだらいい。」などと言ったが，これに対し，被告人は何も言

わず，Ａを止めなかった。

    (イ) 同年３月末以降も，被告人及びＡは，Ｂに医師の診察などの医療措

置を受けさせることは一切なく，食事も，同年３月２７日に被告人が俵

型のおにぎり２，３個と，トンテキ，野菜などのおかずを与えたところ，

Ｂはトンテキをだるそうに食べたが，口内炎が痛いというので，それ以

降は，おかずをきざんで混ぜ込んだ雑炊を子供用のサラダボウル様の器

に入れて，朝晩一杯程度Ｂに与えるだけであった。また，Ｂの就寝時も，

それまでと同じく，玄関やベランダで布団なしの状態であった。

    (ウ) 同年４月４日の夕方，被告人，Ａ，Ｇ及びＣが外食に出掛けようと

した際，Ｂが，台所と玄関の間のドアを開けて，手に自分の靴を持ち，



四つん這いの状態で台所に入ってきた。Ｂは，一緒に出掛けたい様子で

あり，横になりながら靴を履こうとしたが，履けない状態であり，それ

を見たＡは「お前が行けるわけないやろ。」などと言ってＢを足で踏み

付け，被告人も「あんたが行けるわけないやん。」などといい，Ｂを一

人残して外食に出掛けた。

      同日午後１０時３０分ころ，被告人らが帰宅した際，Ｂがトイレの前

の板床で横になったまま失禁していることなどにＡが激怒し，Ｂに自分

で掃除するように言った。Ｂは，上体をかろうじて起こして被告人から

受け取ったぞうきんで床を拭き始めたが，その手は，前後数センチの範

囲内を行ったり来たりするだけであり，首は真下にうなだれていた。Ａ

はＢを罵り，被告人が何か言ったことに対して，被告人の胸ぐらを掴ん

だりもしたので，Ｃが止めに入った。Ａは，立ち上がれないＢの腕をつ

かんで居間まで引きずり，Ｂに対し「これからどうするねん。」と怒っ

た口調で質問すると，Ｂが「みんなと一緒にいたい。」と答えたことに

さらに激怒し，Ｂを思い切り平手打ちし，テレビのリモコンでＢの頭を

殴りつけたり，木刀でＢの手を叩いたりした。ＣはＡがＢを殴ろうとし

たとき，身体をＢとの間に入れてＡを止めようとしたが，その場に居た

被告人はかばおうとはしなかった。さらに，Ａは，居間のテーブル越し

にＢの首を絞めようとしたが，このときは，Ｃと被告人がＡをＢから引

きはがした。そして，Ｂが最終的に「施設に行く。」と言ったところ，

Ａは，「今すぐ出て行け。」と怒鳴ってＢを玄関土間まで引きずって行

き，その太ももを思い切り４，５回くらい踏み付けたので，ＣがＡとＢ

の間に割って入った。Ａが刃を出した状態の折り畳み式ナイフを握って

Ｂの方へと近寄って行った際は，ＣがＡの前に立ちはだかり，被告人が

Ｃの後方でＢをかばった。その後，ＡがＢを玄関の外やマンション出入

口付近に追い出したため，そのたびにＣは，被告人にＢを連れ戻させた。



なお，Ａは，ナイフを持ち出したことについては，Ｃに止められた後，

少し冷静になったようであり，被告人に謝ってきたので，被告人は，Ａ

に，止められた理由が分かってるならいい，などと言った。

    (エ) 同月５日午前１時ころ，Ａは，下着の上に薄手のスウェットの上下

を身に付けただけの裸足の状態のＢをベランダに追い出した。同日午前

２時ころ，被告人は，Ａに言われて雑炊一杯をＢに渡し，Ｂはゆっくり

とこれを食べ終えた。また，被告人は，子供用のコートをＢに手渡した

が，Ｂはこれに袖を通さないままだった。その後，被告人らは，Ｂに食

事を追加して与えたり，Ｂを室内に入れようとすることはなかった。

   エ 平成２１年４月５日以降の状況

    (ア) Ｂは，同月５日午後３時過ぎころに死亡したが，その前後ころ，Ｃ

は，Ａから，Ｂが息をしていないみたいなので，死んだかどうか確認し

に来てくれと電話で言われたため，同日午後４時すぎころ，Ａ方に赴き，

Ｂの死亡を確認した後，Ａ及び被告人と善後策について相談したところ，

Ａは「このままやったら葬式を出されへん。」「捨てるか埋めるかしか

ないな。」などと言い，奈良に土葬の墓地があることを口にした上，Ｃ

に死体処分の手伝いを依頼した。被告人も，一時は「そのへんにポイと

捨てるんやなくて，少しでも成仏できるようにしてあげて。」などと言

っていたものの，中島の工業団地に捨てることや，Ｂの体の虐待の跡が

分からなくなるまで焼くことを自ら提案した。その後，３人はＧととも

に居酒屋で飲食をし，カラオケボックスに行ったが，カラオケボックス

でＡが被告人に「何でお前はそんなに平然としてられるねん。」と言っ

てその足を蹴飛ばし，「お前は俺とどないしたいんや。」と尋ねたとこ

ろ，被告人は「ずっと一緒にいたい。」などと答えた。その後，Ｃは，

被告人及びＡを車に乗せて中島の工業団地を探したが，見付けられず下

見を断念した。



    (イ) 同月６日朝，Ａが被告人に，Ｂが家出をしたという虚偽の捜索願を

提出することを指示した。

      Ｃは，同日午前１１時ころにＡ方を訪れ，その後，Ｃに同行してもら

ったＡは，捜索願を提出する際に用いるため，家電量販店でデジタルカ

メラに保存してあったＢの写真を現像し，ホームセンターで，Ｂの死体

をベランダに置いた際に周囲から隠すためのすだれを購入して，これを

Ａ方ベランダに取り付けるなどした後，奈良の墓地の下見をした。また，

ＡとＣは，ホームセンターでスコップと鍬様の道具を購入した。その後，

被告人と居酒屋で食事をしつつＣが墓地の様子の説明をしている際，Ａ

が，生前失禁ばかりしていたＢの下着がほぼ捨てられていたため，捜索

願を提出した場合に室内を警察官に見られて下着があまりに少ないと不

審に思われるなどと言ったため，被告人が子供用の下着を購入するなど

した。

      Ａ方に帰宅した後は，Ａ，被告人及びＣの間で，虚偽の捜索願の内容

に信憑性を持たせるために，翌日，Ｂが被告人に叱られたことに反発し

て家出をしたと見せかける芝居をするなどの話合いがなされ，翌７日，

被告人がＢがいなくなったと警察に虚偽の捜索願を提出した。

(2) 前記(1)の関係者らの各供述内容の信用性等

ア 前記(1)にみられる関係者らの各供述内容は，前記に掲げた限りにおけ

る被告人の供述を含め，いずれも具体的かつ詳細であって不自然不合理な

部分は見当たらず，また，他の検察官請求証拠ともよく整合するか少なく

とも矛盾するところもなく，信用性に特段の疑いを容れるべき点は見出せ

ない。

イ(ア) もっとも，被告人は，当公判廷において，①平成２１年１月１５日

にＩから電話があった記憶はなく，「妄想癖」という言葉は，同月８日

のＢらの転入時にＢらが嘘をつくのを注意してほしいという趣旨で用い



たものである，②同年４月４日にＡがテレビのリモコンでＢの頭を殴り

つけたり，木刀でＢの手を叩いたりした際に居合わせたことはない，と

供述するので，この供述をも踏まえて，Ｉ（前記(1)ア(イ)）及びＣ

（前記(1)ウ(ウ)）の前記各公判供述部分の信用性等についてさらに検

討する。

    (イ) Ｉの前記公判供述部分についてみると，①同人は，同年１月１５日

に被告人と電話で応対した際に感じた印象について，「被告人から前記

のような説明を受けたが，Ｂがよけようとしてぶつけたのであれば頬骨

の付近に痣ができるのが自然であり，痣が頬骨より下のところにあった

ことから，ぶつけた痣としては不自然であるとその場で感じた」旨，具

体的な理由を挙げつつ供述しており，学校から保護者に教え子の顔の傷

に関して直接電話を掛けることがそれほど頻繁になされるものではない

と考えられることからしても，Ｉにおいて，同日の被告人との対応に関

して何らかの記憶の混同が生じているとは考え難いこと，②Ｂらが夕食

を抜かれることがあり，寝かせてもらえないことがあるなどと話したこ

とから，被告人に事情を尋ねたところ，被告人から「妄想癖」などとい

う発言があったという内容は，流れが極めて自然である上，Ｉにとって

も特異で印象的な出来事であったと考えられること，③ＩはＢらの元担

任教諭であるが，ことさら被告人に不利な虚偽の供述をする動機は見出

せないことなどからすれば，Ｉの供述内容には高い信用性が認められる。

    (ウ) Ｃの前記公判供述部分についてみると，①Ｃは，Ａ方居間での状況

について，Ａ，被告人及びＢの具体的な位置関係を指摘するなどしつつ，

その際Ｂをかばった動作についても具体的かつ詳細に供述していること，

②Ｃは，本件死体遺棄事件については被告人とＡの共犯者ではあるもの

の，その証言時には既に懲役２年６月，執行猶予４年の判決が確定して

いたことや，本件に至るまでの間，Ｂのことで被告人に助言するなどし



ていたことに照らすと，自己の刑責を軽くするなどのために本件でこと

さら被告人に不利な虚偽の供述をする動機があったとは考え難いこと，

③その供述内容は，被告人に有利な部分も随所に含んでいるのみならず，

弁護人の詳細な反対尋問によってもほとんど揺らぐことなくほぼ一貫し

ている上，その供述態度も淡々としており，ことさらに虚偽の事実を述

べ，あるいは事実を誇張しようとする姿勢は見受けられないことなどか

らすれば，Ｃの供述内容にも高い信用性が認められる。

    (エ) これに対し，前記(1)に掲記したところと矛盾する被告人の弁解供

述については，①Ｂらの転入時の初対面の段階で担任教諭に対し特段の

必要もないのにいきなり我が子について悪印象を抱かれかねない「妄想

癖」という言葉を用いるのは相当に不自然であること，②平成２１年４

月４日にＡがＢに対して暴力を振るった以降の記憶についてははっきり

しないと述べるなど，曖昧な部分も多くみられることに加え，③平成２

１年３月１１日からＢが学校を休むようになった理由について捜査段階

から二度の変遷がみられる（捜査段階では，「３月１１日から学校を休

むようになったきっかけは，どうしても思い出せません。」と供述して

いたが，公判段階では，当初，「前日のＡからの説教によりＢが寝不足

の状態であり，Ｂの方から休みたいと言ったからである」旨供述し，さ

らに，その後裁判所からの補充質問に対し，説明を変更した。）など，

当公判廷では，捜査段階に比べても防御的な供述にほぼ終始しているこ

となどからすれば，基本的に信用性に乏しいというべきである。

   ウ 以上によれば，本件に至る経緯及び本件犯行状況等については，前記

(1)に掲記した関係者らの各供述内容に沿って事実を認定するのが相当で

ある。

３ 被告人による先行行為（弁護人主張<ア>），不保護の動機（同<イ>），及び

Ａとの不保護の共謀（同<ウ>）について



  (1) 前記２の認定事実に基づく検討

   ア 前記２で認定したところによれば，遅くとも平成２１年３月中旬ころ以

降のＡによるＢに対する各種暴力や食事及び睡眠の与え方等については，

おしなべて「しつけ」の範疇からおよそ逸脱したものであり，虐待と評価

すべきものである。

     そして，被告人は，この間Ｂ及びＡと終始同居していながら，ＡがＢの

身体に傷跡を残す危険性の高い暴力に出ようとした際などにはこれを制止

しようとしてはいたものの，その他の日常的な暴行については一切止めよ

うとすることがなく，また，ＡがＢの食事を極端に制限することや，寝具

も与えずにベランダでＢを寝かせることについても反対することはほとん

どなく，Ｂが日々衰弱していくことに気付きながら自ら十分な量の食事を

与えようとすることもなかった。そればかりか，関係各証拠によれば，同

月２３日午後３時３３分にＡから送信された「バカ（注：Ｂのことを指

す。）昼休み見たら生きてはった（笑）爆睡中やって」とのメールに対し

て，「バカはホンマにバカや，寝るとは思ってたけれど」などとメールで

返信し，同年４月１日午後零時５０分にＡから送信された「このバカ知ら

んで，ションベンたれて怒られてるのに，目はなしたら大の字で寝ては

る！ションベンの掃除もしてないで，アホらしくてできるかぁ～。」との

メールに対して，「バケツと雑巾渡してもせーへんねや」と，同日午後零

時５６分にＡから送信された「それ以前の話し，してないてか言い張って

るねん，ズボンも床も濡れてるのに。」とのメールに対して，「どこまで

バカやねん感覚すらないんか？」とそれぞれメールで返信するなど，Ａに

よる虐待に同調するような言動にまで及んでいる。

   イ 被告人がＡによる日常的な虐待を単に黙認したばかりではなく，かえっ

てこれに同調するような言動にまで及んだ理由についてみると，前記２で

認定したとおり，被告人は，Ｉから電話を受けた平成２１年１月１５日以



降，Ａの暴力その他の虐待状況やＢの健康状態等に関して小学校側に度々

虚偽内容の申告をし，同年３月２３日にはＢに対する虐待の最中に近隣住

民からなされた通報により駆けつけた警察官に対し，夫婦げんかであるな

どと虚偽の説明をして警察官を帰らせ，Ｂが死亡した後に，ＡからＢの死

体を遺棄するとの提案をされても遺棄自体には何ら異議を述べなかった上，

自らＢの死体を遺棄・損壊する方法等を提案したりもするなど，一貫して

虐待の事実の発覚を防止するための言動に終始しており，Ｂに虐待を加え

ていたことが発覚するのをおそれていたことが認められる（なお，被告人

自身，当公判廷において，同年３月１１日以降Ｂに小学校を休ませる連絡

をするに際して小学校に虚偽の申告をした理由について，当時Ｂの身体に

生じていた傷から虐待の事実が発覚しないようにするためであった旨を最

終的に認めている。）。

     また，同年３月中旬ころにＡから「二人で出て行け。」と怒鳴られた際，

ひたすら謝って同居を許してもらったこと，Ｂの死亡当日のうちに，Ａに

対して「ずっと一緒にいたい。」と述べたこと，被告人において，再婚禁

止期間が過ぎればＡと結婚する気持ちには最後まで変化はなかったことな

どにもよれば，被告人はＡ方でＡと一緒に生活することにより自らの居場

所を確保することを相当に重視していたとみることができる。

     そして，被告人が，上記アでみたＢを侮蔑するようなメールの文面をＡ

がＢを激しく虐待している時期に相前後して繰り返し送っていることや，

同年４月２日に，服や髪の毛が小便で濡れたまま玄関土間のレジャーシー

トの上に横たわっているＢに「そこ邪魔。」などと言い放ち，同月４日に

は被告人らと外出したがっているＢに「行けるわけないやん。」と申し向

けていること，同月５日に誰もいないＡ方にＢの死体を放置して居酒屋等

に外出していることに加え，Ｃが，当公判廷において，「被告人には，母

親としての愛情を示すような発言や仕草などはなかった。」と供述してい



ることをも併せれば，当時，被告人は，Ｂに対する実母としての愛情が著

しく稀薄になっていたとみるのが相当である。

     以上の諸事情のほか，被告人がＢの養育について相談するため，同月３

日に児童相談所に電話を掛けており，その学歴や生活歴からしても被告人

には公的機関に対する児童の養育支援体勢等についてそれ相応の知識が備

わっていたことが看て取れるにもかかわらず，被告人がそうした支援等を

真剣に活用することを怠っていることにも鑑みれば，被告人は，虐待の発

覚をおそれ，Ｂを保護することよりも，自らの居場所を確保するため，Ａ

によるＢの虐待に同調し，これを容認していたものと強く推認することが

できる。

   ウ これに対し，被告人は，当公判廷において，①Ａを何度も止めようとし

たが，止めきれなかった。②Ｂは気力が低下しているだけであると思って

おり，死亡するほどに衰弱しているとは考えていなかったため，病院に連

れて行かなかった。③Ｂに十分な量の食事を与えていなかったのは，Ａに

表面上調子を合わせることで，Ａの虐待をエスカレートさせないためであ

ったなどと供述し，弁護人も同旨の主張をする。

     しかしながら，①の点については，上記アのとおり，被告人が止めよう

としたのは主にＡがＢの身体に傷跡を残す危険性の高い暴力に出ようとし

た際だけであり，被告人が平素からＡの虐待を真剣に止めようとしたとい

うには，いかにも不十分な対応であるといわざるを得ない。また，被告人

自身がＡから暴力を振るわれることはほとんどなく，Ａは，平成２１年４

月４日の時点を除き，被告人が制止した際はいったんは暴力を止めていた

ことなどにも照らすと，むしろ，被告人こそが，ほぼ確実にＡの暴力を止

めることができる立場にあったと認めるのが相当である。

     ②の点については，平成２１年３月末ころのＢは，無気力で動作が緩慢

になり，自力で立ち上がることもできず，しばしば失禁して頭髪等が尿で



濡れても横たわったまま動こうとしないなど，同児が極度に衰弱した状態

になっていたことは明らかである。そして，被告人は，Ｂと同居し毎日接

していたほか，日中にＢが失禁していたことについてもＡから知らされて

おり，また，Ｂを風呂に入れたときに同児が痩せてしまっていることに気

付いて驚き，介護老人の世話をするような気持ちでＢの世話をしていたと

いうのであるから，被告人が上記のＢの状態を認識していたことも優に認

められるというべきである。

     ③の点については，Ａに表面上調子を合わせていただけであれば，被告

人がＡの目を盗むなどして，Ｂにさらに飲食物を与えるなどすることは十

分可能であったと考えられるのに，被告人が平成２１年３月中旬ころ以降，

そうした行動に出ようとした形跡は一切窺われない。また，上記アでみた

被告人のメールの文面や，上記イの被告人のＢに対する言動などは，単に

Ａに表面上調子を合わせていただけというにしては，あまりにそぐわない

ものといわざるを得ない。

     したがって，前記の被告人の供述及び弁護人の主張はいずれも採用する

ことができない。

  (2) 小括

   ア 前記２で認定したとおり，本件でＢに対する虐待を主体的に行っていた

のはＡであるが，被告人はこれに明示ないし黙示の態度で同調していたも

のである。そして，Ｂの実母として被告人がＡを止めることができる立場

にあったことなどにも照らせば，被告人が同調することにより，Ａによる

虐待が助長された側面を優に看て取ることができる。加えて，被告人自身

も，虐待の発覚をおそれ，Ｂの保護よりも，自らの居場所を確保すること

を重視して，Ａによる虐待行為を容認し，これを受け入れた上，自らもＢ

に対して十分な量の食事を与えようなどとはしなかったということができ

る。そうすると，被告人は，平成２１年３月中旬ころ以降，Ａと意思を通



じ合って，判示の虐待を加えていたと評価するのが相当であり，被告人は，

この先行行為によっても，Ｂに対する保護義務を負っていたというべきで

ある。したがって，弁護人主張<ア>の点は採用できない。

   イ また，同年３月末ころには，Ｂは極度に衰弱した状態にあり，その生存

を確保するためには医師の診察などの医療措置を受けさせるなどする必要

があったということができるが，被告人らは，このようなＢの容態を熟知

しながらそのような行為に出なかったばかりか，そのころ以降，①１日当

たり雑炊２杯程度（Ｋの公判供述によれば，それは合計で５００キロカロ

リー程度であり，８，９歳の児童の生命維持に最低必要な基礎代謝量１０

４０キロカロリーの半分以下と認められる。）といった，常識的にみて，

熱量及び栄養の面で，極度に衰弱した９歳児であるＢの生存の確保のため

には極めて不十分な食事しか与えておらず，②睡眠確保の点についても，

いまだ気温の低い時期に玄関や屋外であるベランダ（なお，平成２１年４

月４日午後１０時から翌５日午前７時までの大阪市の気温は概ね摂氏１０

度から１１度の間で推移しており，同日午前６時には一時的に最低気温摂

氏９．６度を記録している。）で，布団などもなしに（とりわけＢ死亡の

前夜には裸足のままで）寝かせていたものであり，Ｂにおいて寒さを気に

することなしに十分な睡眠がとれる状況でなかったことは明白であって，

被告人らがＢの生存に必要な保護をしなかったこと（不保護）は明らかで

ある。

     そして，上記アで述べたとおり，被告人の同調によりＡによる虐待が助

長される一方で，被告人自身も，虐待の発覚を免れるとともに自らの居場

所を確保することを重視して適切な医療を受けさせず，Ａによる虐待を容

認し，受け入れた上，自らもＢに対して十分な量の食事を与えようなどと

もしなかったというべきことからすれば，被告人とＡとの間には，Ｂの上

記不保護についての共謀があったと認めることができる。したがって，弁



護人主張<イ>及び<ウ>の各点も採用できない。

４ Ｂの死亡原因（弁護人主張<エ>）について

  (1) Ｂの死体を司法解剖したＬ医師は，当公判廷において，①発見された際

のＢの死体は，身長は１３０センチメートルで，体重は発見時の土が付着し

た状態で２５．５キログラムと体重面では９歳の健康児の平均と比較してや

や少ない状態にあり，特に脂肪は１センチもない状態で非常に少なく，肋骨

は少し浮き上がり，眼窩はかなり凹んで栄養状態が悪かった，②衰弱時に萎

縮する器官である胸腺が小さくなっており，これは被虐待児症候群の児童に

みられる特徴である，③Ｂの心臓内の血液が流動性が少なく凝血していたこ

となどから，急性死ではないことが推測される，④Ｂの死体は腐敗していて，

損傷は見にくかったが，大きな損傷はなく，死因となるような皮下出血や頭

部のくも膜下出血はなく，硬膜下血腫は認められるものの，死因になるよう

な大きさではない，⑤窒息死や凍死の所見もないなどとして，Ｂの死因が衰

弱死であると考えられる，と供述する。

    また，生前におけるＢの主治医であったＭ医師は，当公判廷において，Ｂ

はてんかんの持病を有していたものの，その症状は軽いものであった上，Ｂ

の死体にはてんかんに起因する窒息死の所見もみられないことなどからして，

Ｂがてんかんの発作で死亡した可能性は考え難い，と供述する。

  (2) Ｌ医師及びＭ医師の経歴やＢの診察ないし司法解剖等に携わった経験な

どに照らして，両名の証人としての適格性には疑いを容れる余地はないし，

その供述内容にも論理性・合理性を疑わせたり経験則に反したりするような

箇所は見当たらず，その各公判供述には高度の信用性が認められる。

    したがって，本件でＢは衰弱死したとみるのが相当であり，また，前記２

で認定した事実経過によれば，Ｂの衰弱死の原因が被告人らによる不保護に

あることも優に推認することができる。したがって，弁護人主張<エ>も採用

できない。



５ 結論

   以上で説示したところにより，判示第１のとおりの事実を認定した。

（法令の適用）                

被告人の判示第１の所為は刑法６０条，２１９条（２１８条）に該当するので，

同法１０条により同法２１８条所定の刑と同法２０５条所定の刑とを比較し，重い

傷害致死罪の刑により処断することとし，判示第２の所為は同法６０条，１９０条

に該当するところ，以上は同法４５条前段の併合罪であるから，同法４７条本文，

１０条により重い判示第１の罪の刑に同法４７条ただし書の制限内で法定の加重を

した刑期の範囲内で被告人を懲役８年６月に処し，同法２１条を適用して未決勾留

日数中２２０日をその刑に算入することとし，訴訟費用は，刑事訴訟法１８１条１

項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。

（量刑の理由）

１ 本件は，被告人が，内縁の夫であるＡとともに，平成２１年３月中旬ころ以降，

大阪市内の同人方において，当時９歳の次女Ｂに対し，殴打して，必要十分な食

事を与えないなどの虐待を加えていたところ，同児が極度に衰弱し，身動きも不

自由な状態になったのを認めたことから，同児の生存を確保するために保護を加

えるべき責任があったにもかかわらず，Ａと共謀の上，医療措置を受けさせず，

わずかな飲食物を与えるのみで，玄関土間あるいはベランダにおいて，寝具を用

いずに就寝させるなどして死亡させたという保護責任者遺棄致死（判示第１），

Ａ及び知人男性と共謀の上，Ｂの死体をＡ方から運び出して車で奈良市内の共同

墓地まで運搬し，同所に穴を掘り，Ｂの死体を裸にして穴の中に埋めて遺棄した

という死体遺棄（判示第２）の各事案である。

２ 本件では，検察官は，懲役１２年を求刑し，他方，弁護人は，懲役３年に執行

猶予を付した刑が相当であると主張している。

３(1) そこで検討すると，保護責任者遺棄致死（判示第１）の犯行に至る経緯及

び本件犯行状況等については，前記（事実認定の補足説明）で詳細に認定した



とおりであるが，被告人とＡは，平成２１年３月中旬ころ以降，当時９歳と幼

少のＢに対し，頬や顎が赤黒く腫れあがるほどその顔面を殴打する，その足を

蹴り付けて両足の付け根から膝まで全体を内出血で赤紫色に変色させる，頭髪

が多数本抜けるほど強く引っ張るなどの暴行を加えた上，食事も１日当たり大

きめのおにぎり１個あるいはバナナ１本ないし３本という極めて少ない量のも

のしか与えず，いまだ夜間の気温が低い時期にベランダや玄関土間に敷かれた

レジャーシート上で布団や毛布を一切与えずに寝かせるなど，日常的に強烈か

つ冷酷な虐待を繰り返すようになった。その結果，Ｂは急速に気力及び体力を

低下させ，同月末ころには自力で立ち上がることもできず，しばしば失禁する

など極度に衰弱した状態になったにもかかわらず，被告人らは，何らの医療措

置を受けさせようとすることもなく，その後もＢが死亡するまで上記とほぼ同

様の虐待を加え続けたのであって，その犯行態様は，同児の人格を一顧だにし

ない，卑劣で悪質なものというほかはない。

   Ｂに暴行を加えていたのはほとんどの場合Ａであるが，被告人は，Ｂの実母

であることからしても同児を保護する重い責任があったといえるところ，同年

３月中旬ころ以降は，Ｂに対する母性的な愛情をほとんど示すこともなくなり，

Ａによる虐待を容認してこれに同調し，その指示に盲従して自らＢに十分な食

事を与えようともせず，Ｂを夜間ベランダに放置するなどしたものであって，

さらに，前記（事実認定の補足説明）で説示したとおり，被告人はＡの虐待を

容易に止めさせることができる立場にあったことなども併せれば，被告人が本

件で果たした役割は決して小さくないというべきである。

(2) 本件で生じたＢの死亡という結果がそれ自体重大であることはいうまでも

ないが，自らはなすすべもないまま，半月余りに亘る苛烈な虐待を受け続けて

いる最中，同児が変わらぬ愛情を抱きかつ唯一頼るべき存在であった被告人か

らも，「邪魔。」「あんたが（食事に）行けるわけないやん。」などという冷

淡で非情な言葉を浴びせられたことによって同児が受けたであろう衝撃と絶望



感は察するに余りある。Ｂの実父は，Ｂの突然の死がその姉及び双子の妹の心

に与えた深い傷などにも言及しつつ被告人に対する厳しい処罰を求めているが，

その心情も十分に理解することができる。

(3) Ａは，当初こそは，Ｂが勉強を怠けようとした際等に暴力を振るうなどし

ていたものの，次第にこれをエスカレートさせ，遅くとも平成２１年３月末こ

ろには，Ｂを自宅から追い出そうと考えて虐待に及んでいたものと認められる

が，被告人は，Ｂの身体に生じていた傷から虐待が発覚することをおそれ，Ｂ

を保護することよりも，Ａとの生活という自らの居場所を確保することを優先

し，当時，Ｂに対する愛情を著しく希薄化させていたことと相俟って，Ａによ

る虐待を容認し，むしろこれに同調するなどしていたものであって，その自己

中心的かつ身勝手な犯行動機に酌量すべき点は全くない。

   なお，被告人の上記のような動機の形成過程に関して，弁護人は被告人の生

育歴等に酌むべきものがあるかのような指摘をするところ，たしかに被告人の

実父は家庭よりも仕事を優先させてきたことなどから，従前被告人に示してき

た愛情は必ずしも十分なものとみることはできないが，被告人に経済的な不自

由を味わわせることはなく，また，被告人が長じるまでは身近に被告人の実母

が存在しているなど，その家庭環境は，被告人が健全で常識的な価値判断を行

うに足る人格や能力を十分に涵養することができるものであったと考えられる

ことからすれば，弁護人の指摘は，上記で説示したところを左右するものでは

ない。

(4) さらに，被告人が，犯行の前後を通じて，Ｂの通っていた小学校に対して

同児が学校を休む理由等について虚偽の連絡をしたり，警察に同児が家出した

との虚偽の捜索願を提出するなど，終始虐待等の事実を隠蔽するための行動に

出ていることも軽視することはできない。

４ 死体遺棄（判示第２）の犯行についてみると，Ｂの死体が発見されにくいと思

われる奈良市内の土葬の墓地を死体遺棄の場所として選定し，共犯者らにおいて，



現場の下見をするなどした上，身元が発覚しないようＢの死体を裸にして土中に

埋めるなどしているのであって，計画的で悪質な態様というべきである。死体遺

棄を直接実行したのは共犯者らであるが，被告人も，死体を遺棄することについ

て一切異議を唱えなかったばかりか，我が子の死体を焼却することや死体遺棄に

適する場所を自ら提案するなどしているのであって，その関与の程度も小さくな

い。また，判示第１の犯行を隠蔽するためという身勝手な犯行動機にも，酌むべ

き点は全くない。

５ 以上によれば，本件の犯情は悪く，被告人の刑事責任はかなり重いというべき

であり，本件で被告人に対する刑の執行を猶予することはおよそ相当とはいえな

い。

６ 他方において，被告人の量刑に当たっては，以下の事情も斟酌すべきである。

すなわち，ＢとともにＡと同居することを選択したのは被告人であるとはいえ，

Ｂに対する暴行を開始し，食事の制限やベランダ等での就寝も含めて同児の虐待

を主導していたのはＡであり，Ａによる上記のような暴行等がなければＢの死と

いう事態は生じていなかったということができる。そして，被告人の再犯可能性

についてみると，被告人は，自己が保護責任者遺棄致死罪に問われること自体は

争わず，Ｂに対する謝罪の弁を述べるなどしているものの，当公判廷における供

述態度や供述内容等をみる限り，本件に対する反省が必ずしも十分に深まってい

るとはいえないことは遺憾であるが，被告人が相当年数に亘って幼少の年子３人

を抱えるなどしながら懸命に働いて真面目に社会生活を営んできたことや，前科

がなく元来犯罪的な傾向は窺われないこと，現在，実父との関係が修復され，同

人は，被告人が社会復帰した後の生活の場や就業先を確保するなど，更生環境を

整える努力をしていることなどからすれば，特段の事情がない限り，今後，被告

人が再犯に及ぶ可能性は乏しいということができる。以上の諸事情に加え，同種

事案における量刑傾向をも参酌すれば，検察官の求刑は重きに失するというべき

である。



７ 以上のとおり，被告人の行為責任及び更生可能性についての事情等を踏まえ，

慎重に評議を遂げた結果，被告人に対しては，主文の刑をもって臨むのが相当で

あるとの判断に至った。

  よって，主文のとおり判決する。

  平成２２年７月２１日

    大阪地方裁判所第３刑事部

        裁判長裁判官   樋 口 裕 晃

           裁判官   小野寺    明

           裁判官   木戸口 由 佳


